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1 川崎市総合都市交通計画の概要

 川崎市では、さまざまな交通課題に対応した、総合的かつ持続的な交通政策を推進す

るため、平成25(2013)年３月に「川崎市総合都市交通計画」を策定しました。

 また、本計画は、概ね20年後を目標年次としていますが、計画策定後、総合計画などの上位

計画や関連計画の策定・改定が行われること、高齢化の一層の進展や産業構造の変化など

の社会経済状況に変化が生じていくことを踏まえ、本計画のＰＤＣＡサイクルとして、

策定後５年毎の中間見直し、10年目の全体見直しを行うこととしています。

 現在は、策定５年目の中間見直しとして、平成30(2018)年３月に改定を行った計画に

基づき、目指すべき交通環境の実現に向け、関係者の連携・協力のもと、各種の施策・事業

を戦略的に実施しています。

(1) 計画の概要

2 令和３(2021)年度における計画の進捗状況について

 計画に位置付ける施策・事業について、令和３年度の進捗状況の確認を行った結果、個

別の取組では、関係者との協議・調整等により変更や遅れが生じたものなどがありまし

たが、施策・事業全体としては概ね計画どおり進捗しました。

 変更や遅れが生じた個別の取組については、関係者との協議・調整等を実施し、今後着

実に取り組んでまいります。また、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、施策・事業

の内容や手法に係る精査・見直しについても、適宜行ってまいります。

(２) 令和３年度の進捗状況の確認結果

施策
施策・
事業数

進捗状況

重
点
施
策

（１）都市の骨格を形成
する交通機能の強化

１７

概ね計画どおり進捗しました

なお、京急大師線連続立体交差事業など個別の取組では一部変更や遅れが

生じました

（２）交通の安全・安心
の強化

１７
概ね計画どおり進捗しました

なお、道路改良事業など個別の取組では遅れが生じました

（３）市民生活を支える
公共交通の強化

１９

概ね計画どおり進捗しました

なお、道路改良事業（※（２）の再掲）など個別の取組では遅れが生じま

した

（４）環境に配慮した交
通の低炭素化

１２

概ね計画どおり進捗しました

なお、道路改良事業（※（２）の再掲）など個別の取組では遅れが生じま

した

（５）臨海部の交通機能
の強化

１２
概ね計画どおり進捗しました

なお、サポートエリア整備推進事業など個別の取組では遅れが生じました

その他施策 ８ 概ね計画どおり進捗しました

合 計 ８５

(１) 進行管理の概要

 川崎市総合都市交通計画では、

計画に位置付ける示す各種の

施策・事業を着実に推進してい

くために、ＰＤＣＡサイクルに

よって進行管理を行います。

 進行管理では、定期的に、目

標水準の達成状況の評価など

を踏まえて計画の見直しを行う

ほか、毎年度、施策・事業の

進捗状況を把握することとして

います。(2) 計画の構成

 本計画は、「誰もが利用しやすいこと」、「安全・安心かつ円滑であること」、「持

続可能であること」を本市交通政策の理念に掲げ、将来目指すべき都市交通の姿をもと

に、その実現に向け、都市の骨格を形成する鉄道や道路ネットワークから市民にとって

最も身近な地域交通までの重点施策等を総合的、体系的にとりまとめています。

『誰もが利用しやすいこと』 『安全・安心かつ円滑であること』 『持続可能であること』
理
念

政
策
目
標

①首都圏機能の強

化及び活力ある本

市都市構造の形成

に向けた交通環境

の整備

②誰もが安全、安

心、快適に利用で

きる交通環境の整

備

⑤地球にやさしい

交通環境の整備

③災害に強い交通

環境の整備

④地域特性に応じ

たきめ細やかなま

ちづくりを支える

交通環境の整備

目
標
水
準

広域拠点間の所要時
間の短縮など

（４指標）

駅への所要時間の短
縮など

（５指標）

公共交通利用割合の
維持向上など

（３指標）

緊急輸送道路整備率
の向上など

（３指標）

交通環境が改善され
たと思う人の割合の
増加など

（４指標）

施

策

・

事

業

広域的な都市間の連
携強化など

（５つの方向性）

公共交通へのアクセ
ス向上など

（５つの方向性）

公共交通の利用促進
など

（４つの方向性）

減災（復旧）対策の
推進など

（３つの方向性）

地域特性に応じた交
通課題への対応など

（２つの方向性）

政
策
の

方
向
性

その他の

施策

重点施策

⑴都市の骨格を形
成する交通機能の
強化

⑵交通の安全・安
心の強化

⑸臨海部の交通機
能の強化

⑶市民生活を支え
る公共交通の強化

⑷環境に配慮した
交通の低炭素化

戦略シナリオ
↓

取組の方針
↓

施 策
↓

(個別事業等)

戦略シナリオ
↓

取組の方針
↓

施 策
↓

(個別事業等)

戦略シナリオ
↓

取組の方針
↓

施 策
↓

(個別事業等)

戦略シナリオ
↓

取組の方針
↓

施 策
↓

(個別事業等)

施 策
↓

(個別事業等)

戦略シナリオ
↓

取組の方針
↓

鉄道及び道路
ネットワーク
形成事業等



 本資料は、令和３年度の施策・事業における個別の取組のうち、主な取組を抜粋して紹介したものです

 その他の主な取組は、年次報告書の７頁以降を御覧ください。また、全ての施策・事業は、同21頁以降を御覧ください

次世代自動車の普及促進

大師橋駅駅前交通広場整備に向けた取組鉄道駅におけるホームドア等の整備促進に係る取組

高齢者や障害者など、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮し、市民にとって身近な鉄道
駅の安全性と利便性の確保に向け、ホームドア整備に対する補助制度を設け、鉄道事業者による整備
を促進しております。令和３（202１）年は、３月にＪＲ京浜東北線川崎駅（計２番線）、５月に小田急小田原
線登戸駅の上り線（計２番線）、令和４（202２）

年３月には、ＪＲ南武線武蔵小杉駅（計２番線）

のホームドアが供用開始しております。また、

JR南武線主要駅のうち、武蔵溝ノ口駅及び

登戸駅のホームドア整備に着手しています。

羽田連絡道路の整備促進

国家戦略特区の東京圏の重要なエリアとして、世界的な成長戦略拠点を形成し、羽田空港を中心とし
た連携強化による相乗効果を発現するため、羽田グローバルウイングズ（羽田空港跡地地区）とキングス
カイフロント（川崎市殿町地区）を結ぶ多摩川スカイブリッジ（羽田連絡道路）を整備しました。

平成２９（２０１７）年度の工事着手後、

令和元年東日本台風などにより、１年

間の工期延伸を余儀なくされましたが、

変更後の目標どおり令和４（２０２２）

年３月１２日に開通しました。
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化

重点施策（２）交通の安全・安心の強化

左：小田急小田原線登戸駅上り線ホームドア、右：JR南武線武蔵小杉駅ホームドア

重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化

重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化

川崎市内北部初となる水素ステーションがオープンしました（市内３箇所目）。

水素ステーションとは、燃料電池自動車（水素で発電した電気により走行する自動車）に水素を供給す
るための設備です。また、市内初となるオンサイト方式水素ステーション※となります。

※オンサイト方式水素ステーションとは、水素製造装置を持つステーションのことです。

○開設日 令和３年６月１０日（木）

○場 所 川崎高津水素ステーション（川崎市高津区下作延３－６－６）

○概 要 事業者：ＥＮＥＯＳ株式会社

供給方式：都市ガス改質型オンサイト方式

製造能力：300 Nm3／h（１時間あたりFCV６台分）

○水素ステーション普及状況

全国１５７箇所、神奈川県１６箇所（令和４年２月時点）

重点施策（５）臨海部の交通機能の強化

臨海部の交通結節機能の強化に向けて、大師橋駅駅前交通広場の整備に関する取組を進めていま
す。２０２１年度は、連立事業の進捗を含めたスケジュールの見直しを行い、令和６年度末の完成・供用
開始としたことから、それに向け、交通管理者との実施協議を行い、詳細設計を完了させました。

また、駅前交通広場供用後のバス路線

の再編成について、多摩川スカイブリッジ

の供用開始を見据えた需要予測を実施

し、大師橋駅を拠点とした路線バス再編

に向けた方向性についてバス事業者と

確認しました。

多摩川スカイブリッジ 全景

「地域交通の手引き」の改定

これまで、「地域交通の手引き」に基づく地域の主体的な取組への支援を行う中で、地域特性に応じた
取組を検討する際の的確な需要把握や検討期間の長期化、また、本格

運行後における運行の継続性等の新たな課題が見られることから、令和

4年3月に「地域交通の手引き」を改定し、コミュニティ交通を取り巻く

社会環境の変化等を踏まえ、「地域交通の手引き」における取組手順

や支援内容等を見直すとともに、ＩＣＴ等新技術・新制度を活用した

新たな取組を取りまとめました。この新たな取組を進めることで、

コミュニティ交通の充実を図り、より利用しやすい地域公共交通環境

の形成を目指します。

安全・安心で魅力と活力のある自転車を活用したまちづくりに向けた取組

令和2（2020）年2月に策定した「川崎市自転車活用推進計画」に基づき、自転車の通行環境整備、駐
輪対策、自転車の活用、ルール・マナー啓発の4つの基本政策をもとに、取組を進めています。

主な内容として、「通行環境整備」では、安全で快適な自転車通行環境の整備を推進し、「駐輪対策」
では、地域特性や利用者のニーズに応じた駐輪場の整備、「自転車の活用」では、シェアサイクル実証
実験や自転車の利用促進に向けた広報活動、「ルール・マナー啓発」では、自転車利用者への交通安
全教育の実施などの取組を進めました。また、

近年の自転車を取り巻く環境変化等を踏まえ、

「安全・安心で魅力と活力のある自転車を活用

したまちづくりの推進」を目指し、一層の総合的

な自転車施策の取組を進めるため、同計画を

令和４（２０２２）年３月に改定しました。
通行環境整備のイメージ

「コミュニティ交通導入に関する手引き」

川崎高津水素ステーション

駅前交通広場イメージ図 イメージパース

※本来の充填方向とは逆向きに車を置いて撮影しています。


